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最短2年、大学通信教育で 

教員免許状を得る 

 

 

 

 現役社会人が教員免許状を取得して、学校の教員になるルートが拡大してきました。公益財団法人私立

大学通信教育協会が実施する合同入学説明会でも、免許状取得のための相談が多数あります。 

 ここでは、制度の概要を説明して、最短 2 年間で免許状を取得する可能性をお伝えしますが、実際には学

習歴に応じて多種多様ですので、じっくり聞いて、希望する大学等に相談をしてください。  

＊この説明は 2026(令和 8)年 4 月段階の法令と、前年 2025 年度実績のデータを基本としています。学校の働き方改革や制度の見直しが進むなか、これからの数

年間で変化が予想されます。また大学ごとに受け入れの条件などが異なりますので、ご留意ください。 

 

 １ 教員免許状の概要 

 教育職員免許法は、大学において教員を養成することを原則としています。(1) 教育職員免許法に基

づいて課程認定を得た大学等で、(2)基礎資格として学士などの学位、(3)必要な授業科目の単位数、(4)

その他の条件を満たした者に、都道府県教育委員会から免許状が授与されます。 

 四年制大学で取得する一種免許状は最短 4 年間での取得ですが、編入学などでは最短 2 年間で取得

可能です。短期大学で取得する二種免許状は最短 2 年で取得可能です。 

  免許状は、指定された校種と教科で、全国にわたって有効です。どの通信制大学で、どの免許が取

得可能かを必ず確かめて相談、手続きをしてください。 
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 ２ 就職のために必要なこと 

 専任者となる教諭の募集は、都道府県・政令指定都市の教育委員会が毎年 7～8 月に実施する教員採

用選考試験が最大規模のものとなります。このほか、個別の求人広告なども行われます。 

 従来は教諭の採用は 30 歳代の年齢制限が通例でしたが、近年では受験可能な年齢が 50 代後半から

60 歳ごろまで上昇しています。上限が 60 歳前後になる傾向は非常勤を含む講師の募集などでも見ら

れます。 

 

 ３ 学習歴ごとのアドバイス 

 最短 2 年間で大学通信教育で教員免許状取得が可能なケースについてまとめました。 

 すでにどんな学習歴があるか（大卒、短大卒、中退等）、どんな免許状を取得するかによって、必

要となる学習が異なります。教職課程のある通信制大学に相談をして必要な手続きを行ってください。 

 

 現職社会人が教員免許状取得を最短期間で目指したときに「努力したが、急な仕事などでスクーリ

ングが受講できなかった」という悩みがあります。教育実習や介護等体験など事前に職場を離れるこ

とが必要になりますので、勤務等の調整が必要となります。下表は 2 つの大学の 2025 年度カリキュラ 

ムで実施したシミュレーションですので、参考としてご覧ください。 
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